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パ
ウ
ン
ド
の
ア
メ
リ
カ
法
概
論
（
三
）

峯
　
岸

治
　
三

　
　
　
　
　
　
　
五
　
謹
ン
モ
γ
・
質
警
の
組
織

　
ま
づ
最
初
に
二
三
の
塗
考
書
に
就
て
一
言
し
て
置
く
こ
ピ
に
し
よ
ヲ
。
簡
潔
に
し
て
最
も
組
織
的
に
書
か
れ
て
あ

る
の
は
目
巽
蔓
の
ド
3
島
茜
響
剛
鼠
覧
窃
亀
卜
5
αQ
一
〇
5
ヨ
隻
8
”
冨
（
（
蕊
o
o
轟
）
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
国
碧
解
8
蓉

の
れ
o
日
a
9
貧
臨
窃
O
暮
冨
卜
即
蓄
亀
国
粛
冨
藍
（
q
9
）
叉
は
凶
。
喜
の
O
o
翁
9
3
聲
ぎ
曾
》
窮
o
警
聾
募
惑
（
筋
騎
α
、

一
〇

〇
岩
）
な
ピ
は
有
名
な
も
の
で
、
何
れ
も
ク
ラ
シ
カ
〃
な
書
物
で
あ
る
。
な
ほ
プ
ジ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
方
に
は
一
八

九
七
年
の
冨
畿
u
版
及
び
一
九
一
五
年
ー
一
九
工
ハ
年
の
甘
ぎ
駒
販
が
あ
）
、
又
閤
窪
偉
の
方
に
は
一
八
七
三
年

の
国
o
ぎ
甥
に
よ
葛
第
十
二
版
並
に
0
2
匡
に
よ
る
第
十
四
版
が
あ
る
、
共
に
有
盆
な
る
塵
考
書
で
あ
る
。
其
弛

躍
o
ぎ
窃
の
目
ぎ
O
o
ヨ
琢
9
騨
｛
（
＆
嘗
）
も
亦
嚢
考
す
ぺ
き
良
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
権
利

　
或
権
利
爺
聾
雛
）
は
一
般
人
に
封
し
て
致
力
が
あ
る
、
例
へ
ぱ
湧
有
穫
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
飽
の
権
利
は
特
定

　
　
　
　
渥
ウ
y
ド
の
ア
メ
ぢ
力
淺
概
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
三



　
　
　
　
　
躍
罫
y
『
の
ア
メ
蜜
力
藍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
醐
四

人
の
み
に
．
封
し
て
数
力
が
あ
る
、
例
へ
ぱ
債
務
者
に
封
し
支
擁
を
講
求
す
る
債
櫓
者
の
権
利
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
舜

薯
謹
郵
叢
羅
．
．
、
、
、
）
爵
ひ
後
霞
之
姦
金
蜜
藝
）
轟
す
る
の
募
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
英
糞
籍
、
停
＞
曇
．
．
、
9
．
y
に
於
け
る
権
利
の
分
嚢

　
榊
㌔
．
瓶
到
世
繊
楓
．

　
1
、
人
身
の
保
全
露
醜
羅
｝
他
人
の
不
法
な
る
行
爲
（
随
鋸
罷
邸
》
、
に
よ
う
心
身
典
に
俊
審
せ
ら
る
、
こ
ε
な
き
権
窟
．

で
あ
る
。
其
範
園
は

　
　
a
　
生
命

　
　
b
．
身
艦

　
　
c
　
健
康

　
　
　
　
i
　
肉
騰
的

　
　
　
　
廷
　
精
紳
的

　
人
を
殺
害
し
た
揚
合
に
は
、
元
家
何
等
の
民
事
上
の
責
任
を
生
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ご
も
蓬
代
の
立
法

は
殺
害
さ
れ
た
者
の
相
績
人
に
劃
し
訴
訟
を
提
起
す
る
の
穫
を
興
ふ
る
艦
誕
つ
た
　
こ
の
人
身
保
全
の
権
利
は
全
く

兜
誌
係
の
簿
厨
人
撃
項
の
讐
（
籠
悶
騒
、
雛
奪
・
．
．
．
一
．
．
．
．
．
、
置
．
》
蜀
す
る
羅
の
範
園
に
於
て
、
吾



々
め
心
め
奉
和
交
ば
麟
情
ε
露
ふ
方
面
農
ま
で
擬
張
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
之
論
議
の
．
脊
す
る
鮎
ぞ
あ
る
。

　
2
　
僧
人
的
自
由
　
弩
々
は
自
由
に
行
動
（
鵠
賠
酵
鎚
自
｝
し
得
る
楼
利
が
あ
る
噛
、
但
法
律
に
よ
う
制
隈
せ
ら
れ
、
翼

越
適
嘗
な
る
嘗
重
に
ま
）
適
當
な
る
方
法
を
以
て
適
法
鑓
制
限
せ
ら
る
》
場
合
の
如
き
は
こ
の
限
勢
で
な
い
こ
．
霊
は

蜘
論
で
あ
る
。

　
3
　
・
糞
際
及
家
族
並
に
寄
食
者
の
統
卒

　
4
　
私
有
財
産

　
5
　
一
般
的
峯
項

　
　
a
　
詐
劇

　
　
b
　
他
人
ε
の
有
利
的
關
係

　
　
c
　
昨
欺
曳
は
攻
盤
に
劃
し
減
少
せ
ざ
る
も
の

　
二
　
封
人
権

　
1
　
奨
約
的
　
髄
存
の
穫
利
ε
陰
醐
篠
な
ぐ
、
嘗
事
着
の
合
慧
に
墓
き
登
生
す
る
権
利

　
2
　
準
契
約
酌
　
飽
人
の
費
用
を
以
て
當
事
者
の
一
方
が
不
當
に
利
す
る
こ
ε
を
防
ぐ
た
め
に
法
律
に
よ
）
付
與

さ
範
た
．
輿
へ
ら
れ
驚
る
利
盆
に
封
し
賠
債
を
求
む
る
権
利

　
　
　
　
　
ぞ
ン
ド
の
ア
メ
茎
絵
蕊
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
凝



　
　
　
　
メ
ヴ
γ
ド
の
ア
メ
Ψ
力
法
樵
鷲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

　
3
　
信
託
的
　
特
別
に
行
は
る
、
信
用
に
封
す
る
槽
利
。
こ
の
種
の
梅
利
は
エ
ク
｛
ノ
イ
裁
判
所
、
叉
は
エ
ク
イ

ジ
イ
の
手
績
上
に
於
て
認
め
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

　
4
　
不
法
行
爲
的
　
飾
存
劃
世
穂
の
僥
害
に
よ
り
て
生
す
る
賠
償
を
求
む
る
の
槽
利
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
人

　
塗
毒
書
ε
し
て
は
↓
峯
聾
ざ
・
寄
器
o
窃
睾
匹
U
o
ヨ
・
・
陰
窪
国
色
＆
o
β
臆
o
錘
一
§
一
樽
9
ぎ
壁
ξ
竃
浄
語
o
器
o
＆

b
O
ヨ
0
畳
O
因
色
9
ざ
蕊
曽
ぢ
5
・
等
が
あ
る
。

　
法
律
上
人
ε
言
へ
ぱ
、
他
人
の
行
爲
を
法
律
上
支
配
し
叉
は
左
右
し
得
る
能
力
を
輿
へ
ら
れ
た
る
者
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
人
に
は
二
種
あ
る
、
即
ち
自
然
人
需
離
副
）
及
び
法
人
（
雛
幽
郎
）
坦
そ
れ
で
あ
6
。
近
代
法
に
於
て
は

人
類
は
纏
て
自
然
人
ε
し
て
紹
め
ら
れ
て
を
る
、
從
つ
て
近
代
法
は
総
て
自
然
人
に
法
律
上
の
人
格
を
輿
へ
て
を
る

か
ら
、
総
て
の
人
は
法
律
上
の
人
で
あ
る
。
法
人
ε
は
自
然
人
の
集
園
若
ぐ
は
樫
利
、
，
或
は
時
ε
し
て
は
物
の
集
團

を
春
へ
包
含
し
て
を
る
、
さ
う
し
て
此
等
は
便
宣
上
或
關
係
若
く
は
或
目
的
に
於
て
、
権
利
の
主
膿
ビ
し
プ
．
取
扱
は

れ
て
の
る
、
故
に
ま
た
人
ε
し
て
取
扱
は
れ
て
を
る
ε
言
ふ
こ
ε
に
な
る
。
其
最
も
重
要
な
る
形
式
は
O
o
弓
9
義
9

で
あ
る
が
℃
之
を
公
私
の
爾
者
に
分
つ
こ
ピ
が
出
楽
る
。
前
者
は
例
へ
ぱ
市
町
の
如
き
自
治
圃
饅
（
ヨ
・
口
尉
。
ぜ
・
臣
。
．
）
で

あ
り
、
後
者
は
畿
道
會
肚
の
や
ヶ
な
瀧
會
的
の
會
肚
（
罷
習
腿
く
．
3
も
め
れ
ぱ
普
通
の
讐
利
會
肚
も
あ
る
。



　
法
律
上
の
存
在
は
出
生
に
始
ま
り
死
亡
に
絡
る
の
で
あ
る
が
、
死
亡
は
自
然
の
死
亡
ε
然
ら
ざ
る
も
の
騒
単
》
ε

が
あ
み
。
讐
ン
モ
ン
・
ロ
．
1
起
於
て
は
、
同
法
上
の
手
綾
に
よ
う
國
外
に
追
放
せ
ら
れ
た
る
場
合
、
或
は
所
謂
。
ロ
酔
．
『
の
α

暮
o
琶
風
雲
即
ち
修
道
院
に
入
り
信
侶
ε
な
り
た
る
場
合
に
は
Ω
三
皆
黒
7
ε
さ
れ
た
の
で
あ
つ
陀
。
國
に
よ
つ

て
は
無
期
の
刑
に
塵
せ
ら
れ
た
る
者
は
。
法
律
上
死
亡
せ
る
も
の
ε
す
る
規
定
を
有
す
る
ε
こ
ろ
も
あ
る
。
共
他
の

顯
に
就
て
は
．
法
律
上
の
死
亡
は
最
早
行
は
れ
ざ
る
制
度
で
あ
る
。
法
人
格
を
全
ぐ
喪
失
し
た
る
こ
ε
、
、
軍
な
る

無
能
力
ε
は
明
か
に
麗
．
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
権
利
を
享
有
し
．
し
か
も
な
ほ
法
律
上
有
敷
な
る
行
爲
を
爲
し
得

ず
．
或
は
義
務
を
負
憺
し
叉
は
一
般
に
は
絶
劃
義
務
の
侵
害
ざ
さ
れ
て
を
る
こ
ε
に
劃
し
て
．
責
任
を
負
ふ
こ
ε
の

出
來
ぬ
者
も
あ
る
。
法
律
上
死
亡
せ
る
者
は
法
律
上
の
存
在
を
失
ふ
者
で
あ
る
、
即
ち
奮
法
人
格
は
滑
滅
し
、
場
合

に
よ
ゴ
、
新
法
人
格
が
曇
生
す
る
場
合
ε
全
く
然
ら
ざ
る
場
合
ε
が
あ
る
．
併
し
乍
ら
法
人
格
に
菱
動
を
受
け
ぬ
者

は
b
或
場
合
に
於
て
若
く
は
総
て
の
場
合
に
於
て
行
爲
を
爲
す
法
律
上
の
能
力
を
裏
失
す
る
こ
ε
も
あ
り
、
叉
は
其

能
力
を
取
得
す
る
こ
ピ
が
出
來
な
い
や
う
な
こ
ε
が
あ
る
か
も
知
れ
の
。
從
つ
て
、
法
律
は
完
全
能
力
者
ε
制
限
能

力
者
ε
の
閥
に
冨
別
を
設
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
古
代
法
は
完
全
能
力
を
比
較
的
少
敷
の
者
に
認
め
た
の
で
あ
つ
た
。

近
代
法
は
出
來
得
る
限
う
慶
き
範
園
に
於
て
完
全
能
力
を
付
奥
し
よ
う
せ
努
め
て
ゐ
る
、
さ
う
し
て
一
般
に
は
法
律

上
の
無
能
力
は
同
時
に
自
然
の
無
能
力
が
存
在
す
む
揚
合
に
於
て
の
み
之
を
認
め
よ
う
ε
す
る
の
で
あ
る
。
近
代
に

　
　
　
　
　
N
ウ
ン
ド
の
ア
メ
蜜
力
法
概
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



　
　
　
　
　
尋
，
》
炉
の
テ
メ
9
オ
聾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
バ

於
げ
冷
乏
籔
ず
蚕
要
な
る
墜
の
例
外
礪
．
贋
上
鐘
建
萎
糞
は
い
羨
努
あ
馨
三
聾
鎚
L

麟
隈
能
力
者
で
あ
る
。
こ
の
方
面
に
於
て
は
、
妻
は
契
約
を
爲
す
に
鳳
軸
限
さ
れ
泥
機
能
し
か
有
し
て
居
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
ご
の
例
弗
を
除
い
て
ぱ
㌧
近
代
法
に
ょ
ゆ
認
め
ら
れ
た
法
律
上
の
無
能
ガ
は
．
自
然
の
無
能
力
ε
實
質
的
に

…
脚
致
し
老
ゐ
る
鐸
で
あ
る
。
英
米
法
制
に
於
て
は
b
全
部
若
ぐ
ば
一
部
の
無
能
力
を
生
ぜ
し
む
る
に
は
．
五
個
の
繰
倖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

が
め
党
ぞ
旛
（
一
莱
豊
（
鵜
窮
．
．
）
£
X
舞
き
讐
箋
る
の
厭
輿
三
百
褻
奥
誕
雛
、
慧
、
．
」

ハ薗

V
叛
逆
葬
6
・
。
・
・
．
。
β
》
、
震
は
盤
罪
（
諺
。
β
｝
）
暫
決
定
甘
ら
る
こ
ε
、
五
）
外
國
人
た
る
こ
ε
（
・
躍
。
・
・
磯
。
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
物

　
擢
利
Φ
第
崩
の
要
．
素
は
入
で
あ
る
ε
書
ふ
こ
ε
が
畠
家
よ
う
、
其
八
に
於
て
横
利
が
存
す
る
の
で
あ
う
、
或
は
ま

糞人に

封
し
て
法
．
葎
が
権
利
を
付
與
し
た
の
で
め
る
。
第
二
の
要
素
は
、
権
利
が
之
に
闘
し
て
存
在
し
行
使
せ
ら

毒
～
目
的
で
あ
る
。
構
利
の
目
的
は
、
之
が
存
在
し
て
を
る
人
の
人
格
で
あ
る
こ
ε
も
あ
ら
う
、
或
は
ま
泥
之
に
關

し
ヤ
彼
の
利
爲
館
。
，
恥
鋸
羅
㊤
が
保
障
さ
れ
る
、
彼
の
経
濟
的
存
在
に
關
係
す
る
外
部
的
目
的
で
あ
る
こ
ε
も
あ
ら
う
。

　
檎
々
の
人
類
が
之
に
開
し
て
要
求
し
得
る
外
蓄
的
目
的
物
は
、
所
有
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
か
署
ぐ
は
服
ぜ
ざ
る

む
の
か
何
れ
か
で
あ
る
。
融
會
資
源
の
使
用
及
び
保
存
に
於
け
る
硅
曾
的
利
盆
は
、
醗
種
の
も
の
例
へ
ぱ
光
塞
氣
叉

抵
流
水
の
動
き
ぱ
個
入
の
所
有
か
ら
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
流
る
、
河
の
水
は
之
を
使
用
す
る
二
ε
が
出
來
る
噛
け



れ
ご
む
之
を
所
有
す
る
こ
冒
は
出
禦
の
。
コ
ン
モ
ン
・
ロ
璽
に
於
て
は
自
然
の
流
が
過
ぎ
つ
て
を
り
又
は
其
傍
を
涜

れ
て
を
る
土
地
の
所
有
者
は
b
同
榛
な
る
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
他
の
総
て
の
所
有
者
に
よ
う
同
榛
に
使
用
せ
ら
み
、

こ
ピ
、
爾
立
す
る
範
園
内
に
於
て
、
彼
の
土
地
に
附
随
し
て
用
水
の
自
然
の
梅
利
を
肩
す
る
も
の
建
罵
は
れ
て
ゐ
る
噂

ロ
重
マ
法
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
地
方
で
は
、
用
水
穫
は
折
々
國
家
に
よ
ウ
て
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
合

衆
園
の
西
部
降
雨
乏
し
き
諸
州
で
は
、
用
水
穫
は
先
立
ち
て
用
途
に
供
す
る
こ
ε
に
よ
今
取
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
所
有
に
服
す
る
物
は
有
艦
物
若
く
は
無
瞠
物
で
あ
る
。
後
者
に
は
特
許
構
著
作
櫃
仙
人
に
劃
す
る
講
求
穫
例
へ
ぱ

墓
葺
琴
冨
的
ぎ
鼻
8
8
琶
誌
及
ぴ
肋
診
『
窃
乳
緯
o
鼻
等
は
之
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四
櫻
利
の
得
喪

　
A
　
行
爲

　
法
律
家
は
o
く
窪
富
ピ
鍔
房
ε
を
冨
別
す
る
。
鶏
讐
富
は
人
類
意
思
如
何
に
拘
ら
ず
惹
起
す
る
畿
雍
事
を
慧
味
す

る
の
で
あ
る
．
器
房
は
人
類
意
思
の
支
配
に
墓
き
、
そ
れ
よ
今
生
す
る
ε
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
．
斯

の
如
《
し
て
行
爲
は
外
界
に
表
示
さ
れ
た
意
思
の
働
で
あ
る
。
騨
9
。
。
は
法
律
上
の
数
果
を
生
じ
得
る
の
で
あ
る
触
何

　
　
　
葬

軍
な
れ
ば
そ
れ
は
法
律
に
ま
ク
認
め
ら
れ
保
護
さ
れ
て
ゐ
る
利
盆
（
鮭
會
的
及
び
公
・
私
雨
方
面
の
）
ε
關
係
す
る
か

ら
で
あ
る
、
從
つ
て
そ
れ
は
絶
劃
義
務
の
不
履
行
の
責
任
或
は
ま
た
構
利
に
封
立
す
る
義
務
の
不
履
行
に
封
す
る
嚢

　
　
　
　
　
調
Ψ
ン
ド
の
ア
メ
響
力
法
概
騎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
　
　
蝿
ウ
ン
ド
の
ア
奥
ー
カ
決
撫
翫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
δ

任
を
包
含
し
て
を
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
或
る
情
況
の
下
に
、
行
爲
の
法
律
上
の
基
準
か
ら
離
醗
す
る
や
う
に

賞
行
さ
れ
、
か
く
し
て
責
任
を
包
含
す
る
が
故
に
法
律
上
の
数
果
を
有
し
得
る
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
場
合
に
於
て

は
，
吾
々
は
問
題
の
人
は
責
任
能
力
を
有
す
る
や
否
や
を
問
は
ね
ぱ
な
ら
の
。
一
般
に
ぎ
ン
モ
ン
轟
晋
は
狂
者
の
揚

合
に
は
不
法
行
爲
（
個
人
的
劃
世
橿
の
侵
審
）
に
封
し
て
は
内
責
任
あ
る
も
犯
罪
に
樹
し
て
は
責
任
な
し
ピ
雷
ふ
が
如

く
．
絶
封
義
務
の
蓮
反
に
封
す
る
賛
任
（
話
．
讐
．
、
馨
芽
）
を
認
め
な
い
場
合
で
も
私
槽
の
優
筈
に
劃
す
る
責
任
（
一
豊
一
ξ
）

は
之
を
認
め
て
を
る
の
で
あ
る
。

　
B
法
律
行
爲
（
一
。
覧
欝
。
u
”
6
鳳
。
薗
、
）

　
欝
富
は
之
を
爲
す
人
が
そ
の
意
思
を
有
し
、
さ
う
し
て
法
律
も
亦
其
意
思
を
認
め
之
に
敷
力
を
與
へ
る
が
故
に
、

蟄
律
上
の
敷
果
を
有
す
る
こ
ピ
が
出
漿
る
の
で
あ
る
，
か
く
の
如
き
碧
富
は
之
を
法
律
行
爲
ざ
言
ふ
の
で
あ
る
。
艶

　
　
　
の

等
法
律
行
爲
は
権
利
、
．
梅
能
若
ぐ
は
特
櫓
を
創
設
す
る
が
爲
め
に
爲
さ
れ
、
而
し
て
此
等
が
能
力
者
に
よ
も
所
定
の

方
式
に
於
て
爲
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
律
は
飴
等
を
認
め
其
意
恩
を
實
現
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
財
産
の
護

渉
、
槽
利
の
移
韓
、
契
約
．
信
託
の
表
明
の
如
き
で
あ
る
。
一
般
に
法
律
行
爲
能
力
は
責
任
（
．
．
．
㎎
．
、
窪
ぞ
）
能
力

よ
り
遙
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
。
か
ぐ
し
て
七
歳
以
上
の
未
成
年
者
は
責
任
を
負
ム
こ
ε
あ
）
、
ま
た
十
四
歳
以
上
二

十
一
，
歳
未
浦
の
未
成
年
者
は
・
若
し
他
に
何
等
の
欠
鮎
が
無
い
な
ら
ぱ
、
絶
劃
義
務
の
蓮
反
に
封
し
て
は
責
任
を
負



ふ
の
で
あ
る
。
な
ほ
未
成
年
者
（
凶
口
萄
・
梓
）
は
不
法
行
爲
に
封
し
其
責
（
評
蚤
ε
に
任
じ
他
方
に
於
て
は
未
成
年
者
（
二

＋
義
未
滞
蚤
、
量
塞
律
行
爲
に
誘
拘
束
せ
ら
染
い
の
で
あ
る
．
呈
婆
る
暫
考
褻
罎
利
能

力
は
人
蓼
必
響
し
．
餐
努
｛
輩
艇
）
慧
嬰
必
要
し
、
法
律
行
爲
能
力
は
意
畳
製
力
墓
必
要

ξ
す
る
も
の
で
あ
る
ε
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
法
律
行
爲
ε
し
て
爲
さ
れ
た
る
碧
富
は
有
敷
な
る
こ
ε
あ
う
、
即
ち
そ
れ
は
法
律
が
、
意
欲
さ
れ
た
敷
果
を
付
與

す
る
行
爲
ε
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
無
数
な
る
こ
ピ
あ
）
或
は
取
溜
し
得
ぺ
き
こ
ε
が
あ
る
。
署
し
も
無
敷
な
る
場

合
に
於
で
は
全
く
法
律
上
の
敷
力
を
螢
生
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
若
し
取
湾
し
得
べ
き
場
合
に
は
、
取
鴇
さ
れ
ざ

る
限
り
叉
は
取
浩
が
あ
る
蓬
は
法
律
上
の
敷
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
、
併
し
乍
ら
．
そ
れ
は
其
欠
鮎
を
攻
撃
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

か
も
知
れ
の
b
斯
の
如
き
場
合
に
於
て
は
、
意
欲
さ
れ
た
法
律
上
の
敷
果
を
生
じ
な
い
こ
ε
、
な
る
。
法
律
行
爲
だ

し
て
爲
さ
れ
π
る
零
”
は
下
の
や
う
な
場
合
に
無
敷
ε
な
る
，
第
一
に
法
律
が
定
め
た
方
式
に
從
は
す
し
て
爲
さ

れ
π
時
覧
第
二
に
法
律
が
適
法
の
も
の
ε
し
て
認
む
る
こ
ε
を
拒
む
や
う
な
或
る
目
的
に
劃
し
て
爲
さ
れ
た
る
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゆ

第
三
に
法
律
が
行
爲
を
爲
す
者
の
意
思
の
實
現
に
於
捗
る
一
般
的
利
盆
よ
り
も
，
重
要
な
る
も
の
ε
認
む
る
趾
曾
的

君
く
は
蚕
盆
的
利
盆
の
侵
害
を
包
含
す
る
時
な
ご
で
あ
る
。
取
漕
し
得
ぺ
き
場
合
は
主
ε
し
て
行
爲
者
の
能
力
に
欠

貼
が
あ
る
時
．
叉
は
法
律
が
敷
力
を
付
輿
す
る
こ
ε
を
要
求
さ
れ
た
意
思
が
自
由
に
或
は
聰
閉
に
作
成
さ
れ
す
、
ま

　
　
　
　
　
”
Ψ
y
ド
の
ア
メ
蜜
力
法
概
騎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
齢
＝



　
　
　
　
　
瀦
，
ン
ド
の
ア
メ
蜜
力
浅
橿
鷲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
曇
凶

忽
環
は
嘗
事
者
夢
し
て
之
に
侮
臓
し
む
る
こ
ε
が
公
季
で
あ
る
ε
言
ふ
や
う
な
状
況
の
下
に
作
成
せ
ら
れ
ざ
る
時
な

畢
で
あ
蒐
暑
レ
も
法
鎗
行
爲
を
強
制
せ
ら
れ
或
は
詐
欺
に
よ
う
叉
は
錯
誤
に
よ
つ
て
之
を
爲
し
た
る
な
ら
ぱ
、
取

溶
し
得
べ
き
も
の
ε
し
て
攻
繋
す
る
の
根
擦
疹
る
も
の
ε
言
ふ
こ
ε
φ
出
雍
る
。
近
代
に
於
て
は
殆
ん
ご
総
て
の
法

律
行
爲
は
、
法
律
上
所
謂
代
理
人
芝
辮
せ
ら
る
、
者
に
よ
つ
ズ
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

、
代
，
理
に
付
て
の
参
考
書
に
は
誠
g
皐
墨
b
彗
亀
＞
α
q
魯
。
ざ
騎
＆
・
國
2
ン
零
R
ぎ
β
甘
箋
亀
》
㎎
窪
。
ざ
需
鮮

昼
軋
等
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五
　
穫
利
の
行
使
及
び
保
護

　
A
　
自
力
保
護
，
原
始
法
に
於
て
は
侵
害
せ
ら
れ
た
る
個
人
は
ま
づ
第
醐
に
自
ら
之
を
保
護
せ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
彼

が
公
ガ
跡
ち
裁
鍔
所
の
助
を
或
む
る
こ
ε
を
得
る
の
ぱ
、
唯
例
外
的
の
揚
合
に
過
ぎ
な
い
。
概
し
て
法
律
は
自
力
保

護
蕎
限
し
之
に
鵬
し
規
定
し
て
を
る
の
で
を
、
蓉
し
て
裁
判
醗
身
決
は
光
奈
讐
原
告
に
灘
し
、
常
然
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

に
蹄
す
ぺ
き
蜜
こ
ろ
の
も
の
を
求
む
べ
き
決
律
上
の
許
可
を
與
ふ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
鑑
代
法
に
於
て
は
自
力
保

護
⑳
範
園
は
大
に
縮
少
せ
ら
る
、
に
至
つ
た
。
コ
ン
癌
ン
・
ロ
聖
で
は
自
力
保
護
を
認
め
た
六
個
の
揚
合
が
あ
つ
た
、

併
ル
叢
う
ち
の
或
も
の
は
最
早
行
は
れ
ざ
る
も
の
ε
な
う
、
其
他
、
の
も
の
も
大
に
制
限
せ
ら
る
、
や
う
に
な
つ
セ
の

で
あ
る
。



　
管
ン
毛
ン
●
ロ
ー
に
於
け
る
自
力
保
護

　
－
　
正
當
防
衛
　
自
己
潜
く
は
夫
ε
妻
、
親
ε
子
、
主
人
ε
召
使
ε
言
ふ
や
う
な
闘
係
に
あ
る
人
々
の
防
衛
行
爲
。

斯
の
如
き
場
合
に
於
て
自
己
自
身
叉
は
自
己
に
封
し
、
以
上
に
述
ぺ
た
關
係
鴛
在
喝
者
が
身
燈
若
く
は
財
産
を
腕
力

を
以
て
攻
繋
さ
れ
た
時
は
、
腕
力
に
よ
う
之
を
反
機
す
る
こ
ε
は
適
法
な
ウ
ε
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
2
　
取
便
（
溶
§
℃
一
簡
＆
他
人
に
よ
奪
其
財
産
《
鰐
設
3
を
奪
は
れ
π
る
時
潜
く
は
其
妻
手
或
は
召
使
等
を
不
法
に

藍
禦
せ
ら
れ
た
る
疇
は
、
其
所
有
者
、
央
、
親
、
或
は
主
人
は
コ
ソ
毛
ソ
孟
書
上
之
が
返
還
を
主
張
し
、
彼
等
は

見
出
し
欽
第
そ
れ
を
取
戻
す
こ
ε
が
出
漿
る
の
で
あ
る
、
但
そ
れ
に
は
暴
動
的
手
段
に
出
づ
る
こ
ε
や
、
或
は
奉
和

を
携
飢
す
る
や
ち
な
結
果
に
な
る
こ
ε
は
勿
論
許
さ
れ
の
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
主
人
及
び
裾
使
の
爾
係
に
就
て
は
、
こ

の
窺
則
は
、
主
人
及
ぴ
徒
弟
關
係
が
親
子
關
係
駕
類
似
せ
る
蘭
係
で
あ
つ
髭
時
代
ま
で
棚
る
こ
虞
が
出
來
ゐ
。

　
3
　
土
地
の
、
不
法
占
取
の
場
合
鴛
於
け
る
取
戻
《
蟹
辞
㌔
鱒
髄
搬
諾
．
．
》
コ
ン
毫
ソ
置
ー
に
於
て
は
土
鰹
の
筋
有
著
が

鋼
奪
者
に
よ
つ
て
其
占
有
を
奪
は
れ
泥
る
場
合
に
は
、
其
土
地
占
有
を
回
復
す
る
の
穫
能
を
有
し
て
ゐ
た
。
，
併
し
其

圃
”
復
は
李
魁
瓢
で
あ
う
且
つ
腕
力
“
沙
汰
で
あ
つ
て
は
な
ら
鴻
。

　
4
　
碍
警
物
の
除
去
　
不
法
に
通
行
灌
を
妨
げ
或
は
飽
人
の
土
地
に
附
随
す
る
権
利
を
侵
害
し
、
叉
は
自
己
の
土

馳
に
一
般
の
健
康
、
安
垂
或
は
道
徳
等
に
害
を
及
ぼ
し
、
ヌ
は
害
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
物
を
保
持
し
、
以
て
弛
人
に
特

　
　
　
　
　
凶
ウ
ン
ド
の
ア
メ
境
画
難
鞭
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峯
三



　
　
　
　
　
謹
ウ
ソ
ド
の
ア
メ
サ
カ
漁
礁
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
昌
四

種
な
損
・
警
を
輿
へ
る
ε
書
、
ふ
や
う
な
場
合
に
は
、
後
者
は
季
和
を
胤
さ
ざ
る
限
参
之
を
除
曇
す
．
る
こ
ε
が
出
楽
る
の

で
あ
る
。

　
5
　
差
押
　
二
種
あ
る
。
第
一
に
は
家
畜
に
封
す
る
も
の
で
、
第
二
は
地
代
に
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
著
の
揚

合
に
は
、
土
地
所
有
者
は
土
地
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
家
畜
を
捕
へ
損
害
賠
償
の
嬉
保
ε
し
て
之
を
留
置
す
る
の
で
あ

る
。
後
者
の
揚
合
に
ば
、
地
主
は
借
地
λ
が
其
土
地
に
持
ち
來
つ
た
財
産
を
借
地
斜
不
支
綿
及
び
僧
地
人
が
地
主
に

封
し
負
櫓
す
る
義
務
不
履
行
の
嬉
保
ε
し
て
、
之
を
有
す
る
こ
嘘
が
出
奈
る
。
家
畜
に
劃
す
る
差
押
は
、
多
く
の
場

合
に
於
て
法
律
（
・
岬
臼
件
・
陣
。
・

。
）
に
よ
り
璽
更
さ
れ
或
は
そ
の
規
定
を
設
け
ら
れ
た
が
、
同
般
に
許
さ
れ
て
を
る
ε
こ
ろ
で

あ
る
．
地
代
に
撃
桑
押
は
硬
に
ア
メ
リ
轟
難
塁
に
於
て
は
，
法
律
に
よ
臭
錘
餐
磐
ぐ
茎

イ
虚
“
止
さ
る
、
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

　
6
　
土
地
相
績
税
（
ザ
。
．
幽
。
一
、
）
の
取
得
　
3
ン
モ
ン
轟
遷
に
於
て
は
借
地
人
の
犯
亡
に
際
し
成
揚
合
に
其
者
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

て
ぬ
醤
彪
だ
或
種
の
財
産
に
封
し
．
地
主
（
ぎ
色
。
．
⇔
は
権
利
を
有
す
る
も
の
で
め
つ
て
自
己
の
穗
利
を
保
持
す
る
爲

め
に
、
．
彼
が
樺
利
を
有
す
る
其
物
を
取
得
す
る
こ
ε
が
出
來
た
。
こ
の
種
の
自
力
保
護
は
ア
メ
リ
カ
に
は
か
つ
て
な

い
の
で
あ
る
。

　
B
　
裁
判
所
の
構
成
ε
裁
判
権
。



　
こ
の
問
題
に
競
て
の
墾
考
書
ピ
し
て
は
曽
＝
三
5
”
↓
幕
》
昌
旦
8
昌
｝
且
叫
爵
蔓
」
8
騨
が
あ
る
。

　
裁
判
所
は
所
謂
「
正
義
が
司
法
上
に
於
て
行
は
る
S
場
所
し
ε
言
は
れ
て
ゐ
る
．
そ
れ
は
法
律
に
よ
つ
て
賦
興
さ
れ

た
裁
判
を
爲
す
権
能
を
行
使
す
る
た
め
に
、
一
入
若
く
は
二
人
以
上
の
麟
劉
官
に
よ
り
司
宰
さ
れ
る
場
勝
（
偉
・
瀞
・
・
．
、
一
）

で
あ
る
。
裁
剃
所
は
法
律
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
る
場
所
に
開
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
、
さ
う
し
て
司
法
櫓
行
使
の
穫

能
を
輿
へ
ら
れ
た
者
が
塾
法
律
に
よ
）
定
め
ら
る
べ
き
時
期
k
於
て
裁
剰
を
爲
す
惚
め
に
、
其
回
定
せ
る
場
朔
に
居

ら
ね
ぱ
な
ら
の
。
司
法
事
務
を
虜
理
す
す
た
め
に
法
律
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
る
時
期
を
開
娃
期
（
一
。
冒
．
）
ε
総
す
お

の
で
あ
る
。
ア
メ
ソ
カ
で
は
大
抵
の
裁
判
管
轄
匿
域
に
於
て
は
、
裁
制
斯
の
開
廷
期
は
法
律
（
．
件
麟
梓
、
仲
。
）
に
よ
う
定
め
ら

れ
て
を
る
が
、
闘
廷
期
を
麿
し
た
建
こ
ろ
も
二
三
あ
る
，
か
、
る
ε
こ
ろ
で
は
裁
判
既
は
い
つ
で
も
開
廷
し
て
を
る

わ
け
で
あ
る
。

　
戴
剰
繕
の
範
園
に
闘
し
て
裁
判
班
は
噛
（
一
と
般
裁
醐
穫
を
有
す
る
も
の
ε
（
二
）
特
別
裁
判
権
を
有
す
る
も
の
ε

の
二
種
に
分
つ
こ
ε
が
出
來
る
．
前
著
は
普
短
上
級
裁
制
所
ε
羅
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
恥
此
等
は
三
種
の
旨
ン

モ
ン
。
冒
1
裁
判
斯
の
有
す
る
名
辮
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
醐
駈
は
ま
た
（
輔
）
圃
有
な
る
裁
鋼
槽
を
有
す
る
も
の

ε
（
二
）
上
訴
裁
判
櫃
を
有
す
る
も
の
ε
に
分
つ
こ
ε
が
出
來
る
。
事
件
が
先
づ
第
一
審
ε
し
て
繋
矯
す
る
場
合
に
は

そ
の
裁
判
権
は
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
飽
の
裁
制
勝
に
於
で
固
有
の
裁
判
糎
を
宥
す
る
事
件
が
、
翫
に
爲
さ
れ
た
る

　
　
　
　
鯉
Ψ
峯
の
ア
メ
サ
カ
溝
娠
篇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
量



　
　
　
　
　
誉
ン
δ
ア
蓄
轟
繍
箇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
美

裁
判
に
封
し
再
び
裁
判
を
求
め
ら
れ
た
る
揚
合
に
は
上
訴
裁
剰
梅
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
．
裁
嘲
所
は
時
ε
し
て

こ
の
二
つ
⑳
裁
制
権
を
条
有
ず
る
こ
ε
が
あ
る
、
斯
の
如
く
し
て
合
衆
國
大
審
院
命
箔
題
ψ
融
順
即
）
は
聯
邦
各
州
間
の

孚
訟
に
就
て
は
固
有
の
裁
馴
穰
を
有
し
て
を
る
が
．
そ
の
裁
醐
穂
は
通
常
は
主
ε
し
て
上
訴
裁
判
権
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

裁
劃
槽
は
ま
虎
専
属
的
（
、
．
良
、
、
醐
．
。
）
な
る
場
合
ゑ
二
）
然
ら
ざ
る
場
合
（
8
．
。
．
．
．
。
・
．
）
S
あ
る
。
事
件
が
當
該
裁
鯛
摂

に
繋
薦
し
他
の
裁
嘲
厨
に
繋
簡
す
る
こ
ご
が
出
楽
ぬ
場
合
は
、
そ
の
裁
判
所
の
裁
判
構
は
専
鵬
的
で
あ
る
。
ε
こ
ろ

が
原
告
の
選
鐸
に
從
つ
て
事
件
が
當
該
裁
判
所
に
繋
罵
す
る
こ
ε
も
出
楽
る
し
、
或
は
又
他
の
裁
鋼
所
に
繋
属
す
る

こ
ε
も
出
來
る
揚
合
は
其
裁
判
穫
は
専
燭
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
ぐ
し
て
合
衆
國
地
方
裁
馴
朔
（
露
一
貯
翻
舞
）

及
び
各
州
忙
於
け
葛
一
般
裁
判
権
を
有
す
る
上
級
裁
判
所
は
聯
邦
の
問
題
り
或
繧
市
民
櫻
の
相
異
即
ち
當
事
者
の
一

方
は
甲
州
の
者
で
あ
り
相
手
方
は
乙
州
の
者
で
あ
る
ε
言
ふ
や
う
な
場
合
の
問
題
を
含
む
法
律
上
並
に
エ
ク
イ
テ
イ

上
の
訴
騒
に
於
て
は
、
専
騰
裁
剰
槽
を
有
し
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
他
方
合
衆
國
地
方
裁
判
所
は
、
破
産
に
就
て
は
専

驕
裁
判
綻
を
有
し
て
を
る
の
で
あ
る

　
一
事
件
を
裁
断
す
る
に
は
裁
判
所
は
、
（
一
）
訴
訟
の
原
因
（
二
）
裁
判
の
爲
さ
る
ぺ
き
入
（
三
）
若
く
は
物
に
就
て
裁

剣
権
を
有
せ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
訴
訟
の
原
因
に
就
て
の
裁
判
穫
は
、
裁
判
所
に
提
起
せ
ら
れ
た
訴
を
受
理
す
る
の
櫃
能

で
あ
る
。
こ
れ
は
法
律
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
に
就
て
の
栽
剰
樋
は
令
航
の
邊
蓬
即
ち
國
家
最
高



機
關
の
各
に
於
て
出
廷
を
命
す
る
令
状
を
護
み
聞
か
せ
若
ζ
は
渡
す
こ
ピ
に
よ
）
，
或
は
今
昌
に
於
七
は
彼
の
住
腕

に
之
を
塗
逡
す
る
こ
ε
に
よ
つ
て
得
ら
る
、
の
で
あ
る
。
若
し
も
訴
訟
が
人
に
封
し
て
で
な
く
財
産
に
封
し
て
提
起

さ
れ
π
や
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
塾
之
に
就
て
の
裁
到
構
は
醤
該
財
産
を
差
押
へ
る
こ
電
に
よ
）
、
着
く
は
法

律
（
ゆ
聾
唱
一
。
）
の
規
定
の
下
に
告
知
を
爲
す
こ
ε
に
よ
う
得
る
こ
ε
に
な
る
の
で
あ
る
o

　
c
　
訴
訟

　
貨
髄
法
は
雁
史
的
理
由
に
よ
り
訴
訟
法
ε
大
に
關
係
す
る
ε
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
學
生
鳳
痘
に
一
履
重
要
な
る
．
コ

ソ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
に
蓮
じ
て
を
る
こ
ε
は
非
常
仁
大
切
の
ご
蜜
、
な
る
の
で
あ
る
。
縦
令
此
等
の
訴
訟
は
も
つ

ε
簡
軍
な
、
さ
う
し
て
伸
縮
し
得
べ
き
訴
訟
の
形
式
に
よ
つ
て
代
へ
ら
る
、
ε
こ
ろ
ε
な
つ
た
ε
は
書
う
も
の
、
、

此
’
等
は
今
な
ほ
毎
日
適
用
さ
れ
て
を
る
法
の
實
質
に
於
け
る
属
別
に
．
其
墓
礎
を
興
へ
る
も
の
で
あ
り
愛
は
之
に
該

當
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
認
ソ
発
ン
．
冨
『
の
訴
訟
の
主
な
る
も
の
は
十
個
あ
る
。
今
之
を
左
艦
示
し
て
見
れ
ぱ

　
1
　
属
鷺
鉢
3
の
暮
辱

　
2
　
ご
簿
ぎ
慮
o
．

　
3
・
製
豊
隻
5
・

　
　
　
　
　
”
ウ
y
ド
の
ア
メ
》
力
鋒
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
む



　
　
瀦
，
ン
ド
の
ア
メ
リ
カ
洩
簿

ご
Ω
窪
騒

O
O
く
6
詔
鱒
β
鉾

ω
℃
8
劉
一
気
隔
箋
鳶
蔑
卜

象
5
0
β
一
（
き
冬
畿
鳶
誉
妬
）
義
訟
、
馬
隔
愚
識
卜

→虜

寝
9

→羅u

屡
o
昌
窪
Ω
O
馨
（
O
器
o
）
。

月
3
く
9

　
　
　
　
厘
8
酔
旨
而
旨
一
凪
翼
～
愚
蔑
シ
（
舘
o

＝
晶
八

　
早
o
．
。
晩
は
此
簿
訴
議
が
一
の
論
理
的
灘
系
に
ま
で
鰻
達
し
た
後
の
、
距
等
訴
訟
の
最
後
の
形
式
で
あ
る
。
歴
史
的

に
曾
ふ
な
ら
被
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
ぴ
撃
9
R
は
↓
誘
℃
鵯
駒
。
か
ら
登
達
し
た
も
の
で
あ
り
、

昏
旨
愚
蕊
及
び
⇒
薯
R
は
形
式
に
於
て
目
奮
℃
翻
．
9
窪
0
9
δ
の
最
後
の
訴
訟
に
封
し
て
登
達
し
た
も
の
で

あ
る
o

　
コ
ン
モ
ン
各
－
訴
訟
の
類
別
表

　
て
響
o
驚
瞬
ぐ
の
同
復

　
　
　
”
琶
罧
o
ヌ
『
ぐ
の
同
復
に
は
ー
響
巴
鴛
ぎ
量

��　　10　　　9　　　8　　　7　　　6　　　5　　　4



　
　
　
不
動
滝
訴
箆
羅
”
セ
寮
糞
落
蜜
望
畠
暑
．
窯
．
。
及
ぴ
賢
溶
暴
唇
は
塗
ゐ
る
所
謂

　
　
　
類
昏
鑑
穿
幹
蔓
以
外
は
行
は
れ
鳳
や
う
に
な
つ
た
。

二
、
ぎ
脇
窪
㎝
一
8
の
同
復

　
　
寄
巴
嘆
o
矯
㌣
ぐ
の
同
復
5
厘
農
壽
纂

　
　
響
盃
o
話
一
嘆
o
驚
η
ぐ
の
同
復
1
ー

　
　
　
被
告
に
よ
り
適
法
に
取
得
さ
れ
た
る
も
、
原
告
に
於
け
る
直
接
占
有
の
優
先
構
に
服
す
べ
き
も
の
ー
…

　
　
　
ピ
象
登
o
。
原
告
か
ら
、
被
告
に
よ
つ
て
取
得
さ
れ
た
る
も
の
1
菊
o
℃
冨
蔑
戸

　
　
　
動
産
占
有
同
復
訴
訟
（
寄
箸
・
叫
．
）
ア
メ
ワ
カ
で
は
殆
ん
ご
全
く
留
置
訴
訟
（
一
）
。
．
㎞
．
蝦
。
）
に
代
）
、
総
て
の
場
合

　
　
　
に
腐
携
o
話
一
暇
o
鷺
増
ぐ
の
占
有
を
同
復
す
る
た
め
に
存
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

三
篭
損
害
の
同
復

　
　
ω
　
契
約
訴
訟
（
穿
§
一
馨
一
留
）
　
書
契
約
（
、
ヌ
。
凶
”
一
．
｝
）
詑
轟
契
約
ハ
．
．
費
．
．
島
）
法
律
若
ぐ
は
軍
純
喫
約
に
墓
き
一
定
金

　
　
　
　
額
を
同
復
す
る
が
た
め
に
は
ー
U
・
ヌ

　
　
　
　
謹
書
契
約
（
8
善
聾
帥
）
．
押
印
奨
約
の
蓮
反
に
封
す
る
損
害
の
回
復
に
は
！
－
d
o
釜
5
茎

　
　
　
　
軍
純
契
約
の
遽
反
に
封
す
る
損
害
の
同
復
ξ
し
て
は
ー
（
g
o
篇
o
混
）
わ
。
胞
艶
a
℃
簿
・

　
　
　
　
沢
ウ
ン
ド
の
ア
メ
Ψ
力
法
翫
篇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
昌
九
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”
，
y
ド
の
ア
メ
リ
カ
法
概
翰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

準
契
約
（
契
約
存
せ
ざ
る
も
法
律
上
恰
も
契
約
の
存
せ
る
如
て
取
扱
は
る
、
も
の
）
に
墓
《
損
害
の
隅
復

に
は
ー
｝
（
O
。
お
或
）
＞
ゆ
跨
琢
憎
聾

不
法
行
爲
訴
訟
　
身
禮
若
く
は
財
産
に
關
し
直
接
物
質
的
伎
害
に
劃
す
る
揖
審
の
同
復
ε
し
て
は
ー

づ
塞
冨
q。
g

侵
害
．
（
月
．
。
、
零
・
．
）
が
原
告
よ
9
9
弩
色
層
o
窟
幌
ぐ
を
取
ウ
た
る
こ
ε
に
存
す
る
場
合
に
は
b
其
訴
訟

を
繕
し
蕩
産
奪
取
讐
訴
訟
露
器
験
醸
．
．
．
㌧
．
、
誉
、
毎
．
マ
藁
．

俊
漿
・
。
喜
．
。
℃
。
・
．
並
撃
雲
れ
た
霧
食
箋
訴
訟
を
土
縷
審
訴
訟
薫
慧
醜
騰
蕪

、
》
．
軸
亀
、
榊
3
ピ
言
ふ
。

他
の
訴
訟
の
範
園
に
厨
せ
す
（
叉
契
約
の
蓮
反
に
も
あ
ら
ざ
る
）
、
さ
う
し
て
身
騰
叉
は
財
産
に
調
し
直

接
物
質
的
侵
害
な
き
不
法
の
行
爲
（
例
へ
ぱ
書
誹
（
掌
－
。
一
）
ロ
誹
（
韓
・
β
魁
。
・
）
障
碍
物
（
堵
・
睡
．
・
・
。
。
）
詐
欺
（
ご
。
。
。
5
）

に
封
す
る
損
害
を
同
復
す
る
に
は
ー
9
墨

横
領
蜜
雛
認
》
に
劃
す
る
馨
を
同
復
す
る
に
は
ー
ぎ
＜
。
ぴ
（
季
）
莞
昊
・
九
美
）


